
 

 

 

 

『特別相談窓口』を設置 

－ 原子力発電所の停止に伴い雇用維持を図ろうとする事業主を対象 － 

 

 

 嶺南地域は原子力発電所が集積している地域であり、原子力発電所が停止している

状況において、建設業をはじめ宿泊業や小売業、飲食店、サービス業では、先行不透

明感から新規求人が対前年度比で大幅に減少しており、この地域における雇用への影

響が懸念される状況にある。 

 そのため、福井労働局では、これら事業主等からの雇用に関する相談や雇用維持の

ための雇用調整助成金制度に関する相談に応じるため『特別相談窓口』を設置します。 

 

 

 

【相談窓口の概要】 

 

 ○設置日時     平成２４年３月５日（月）より設置 

            

 ○開設時間     午前９時００分～午後４時００分 

  

 ○設置場所     ハローワーク敦賀 庁舎内 

           敦賀市鉄輪町１－７－３ 敦賀駅前合同庁舎１Ｆ 

 

ハローワーク小浜 庁舎内 

           小浜市後瀬町７－１０ 小浜地方合同庁舎１Ｆ 

 

 ○相談内容     ・雇用に関する相談 

           ・雇用調整助成金制度に関する相談 

 

 

 

 

   職業安定部 職業安定課 

   課  長  後藤 清範 

   課長補佐  近藤 清治 

   電話（0776－26－8609） 
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福 井 労 働 局 発 表 
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原子力発電所の停止に伴い雇用維持を図ろうとする事業主の皆様へ 

 

 

 ハローワーク敦賀、ハローワーク小浜庁舎内に原子力発電所停止

に伴い雇用維持を図ろうとする事業主を対象に『特別相談窓口』を

平成２４年３月５日（月）より設置しますので、雇用や雇用維持に

関する相談がありましたら、お気軽にハローワーク敦賀・ハローワ

ーク小浜にお問い合わせください。 

 特別相談窓口では、雇用に関する相談や雇用維持に係る助成制度

についてご相談いたします。 

 

 

【雇用調整助成金とは】 

  景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余

儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇

用の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。 

 

 

【問い合わせ先】 
ハローワーク敦賀 
敦賀市鉄輪町１－７－３ 敦賀駅前合同庁舎１Ｆ 
電話番号  ０７７０－２２－４２２０ 

 

ハローワーク小浜 
小浜市後瀬町７－１０ 小浜地方合同庁舎１Ｆ 
電話番号  ０７７０－５２－１２６０ 
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